
施設の現地見学について 

 

 

・業務を行う施設の現地見学を希望する場合は、希望する日時を宇治市管財課に申し出

てください。ただし、見学可能な日時は、令和 6年 4月 30日（火）から令和 6年 5

月 15 日（水） （土・日曜日・祝日を除く）の午前 9 時から午後 5 時となります。

また、業務の関係上、希望する日時に見学できない場合があります。 

・現地見学において疑問点があった場合は、質疑受付期間内に宇治市契約課に質疑書を

提出してください。 


